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◍発行日 令和 4年 3月 1日 

◍発 行 斜里町自治会連合会 

〒099-4192 斜里町本町１２番地 

斜里町役場内 

☎0152-23-3131内線 141 

不在日：土・日・月・祝日 

 

安全・安心・住みよい 

地域づくりのために 

令和４年度は役員改選の年です 

 今年度は、多くの自治会や連合会、部会の役員改選が行われます。役員のなり手確保

に苦慮されている単位自治会も多いのではないでしょうか。道町連による市区町村単位

町内会・自治会組織基本調査報告書(平成 30年 3月)によると、役員のなり手確保のため

の対策を自由記述で伺ったところ、416 町内会(48.7％)から様々な対策があげられまし

た。(表 1)参考にしていただき、しっかり引継ぎができるように準備をお願いいたします。 

1 位 役員を輪番制にする 116 町内会 

2 位 候補者を推薦、説得する 64 町内会 

3 位 業務を見直して役員の負担軽減 35 町内会 

4 位 役員の人数を増やし各役員の負担軽減  33 町内会 

5 位 若手を役員として育成する  33 町内会 

6 位 日ごろから声かけをしてお誘いする 17 町内会 

7 位 各班から平等に選出する 16 町内会 

8 位 役員の再任を妨げない 15 町内会 

9 位 活動に気軽に参加してもらえる配慮 15 町内会 

10 位 役員の人数を減らして運営を維持する 13 町内会 

10 位 町内会活動への住民の意識を高める 13 町内会 

 13 町内会 

 

 

表 1）役員のなり手確保のための対策ベスト 10 

・役員を辞退する場合は、今後いつ頃なら引受け可能かを提出してもらう。 

・新たに会長を引き受けてもらうときに、次の会長も決めておき、その人を副会長にする。 

・役員永年勤続表彰（役員を 10年以上勤めたら退任時に感謝状と記念品を贈り功績を表彰）。 

・女性役員の勧誘。職場、家庭を優先した役員就任。副部長の増員。 

・回覧や広報誌で現状を訴えて、役員のなり手を募集する。 

・年 1度、役員募集を町内会の掲示板で呼びかける。 

・役員のなり手が少ないため、町内会合併に向けた協議を進める。 

 

 

 

 

 

上記の対策のほかに、次のような対策もあげられました。 

 



 4.3.1 

 

                       2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

🌷🌷 花だん紹介 🌷🌷 

豊倉北自治会 

 

広報展開催のお知らせ 

広報展を２年ぶりに開催する予定です。内容は令和２～３年度の単位自治会広報(通

信)・自治連だより・令和３年度の連合会４部会活動内容の写真などを予定しています。

お時間がありましたら、どうぞお立ち寄りください。 

▼開催期間 :３月２２日(火)～３月２９日(火) 

▼開催場所 :ゆめホール知床 ロビー 

 

 ２月１１日の女性大会を最後の活動予定としていましたが、感染拡大防止の観点から中

止となったため女性部会では下記のとおり理事会を予定しています。 

 ▼開催日時 : ３月２７日(日)１０時～ 

 ▼開催場所 : ゆめホール知床 会議室３ 

女性部会理事会のお知らせ 

 

 令和３年度花いっぱい運動にたくさんの自

治会より協賛いただき、ありがとうございまし

た。令和４年度の花苗申込みも無事に終えるこ

とができました。今年の夏も、斜里町がまた美

しい花でいっぱいになることを楽しみにして

います。ご協力よろしくお願いいたします。 

屋根の雪下ろしによる事故から身を守りましょう 

雪による死傷者の半数以上が高齢者、約６割が雪下ろし中です！ 

☐雪下ろしは、一人ではなく複数人で声をかけあって！ 

☐靴やはしごには滑り止めを、腰には命綱をつけて 

 屋根の上での作業、はしごの上り下りには気を付けて！ 

☐晴れた日ほどご用心！屋根の雪と一緒に転落注意！ 

☐落とした雪の先に人がいないか、周囲を確認！ 

☐屋根の周りに雪をのこして雪下ろし！ 

☐万一に備え、携帯電話を身につけて！ 

               北海道総務部危機対策局危機対策課より引用 

 

 

 

 

 

環境衛生部会 


